
議案第１１１号 

   市道路線の廃止について 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により、下記のとおり

市道路線を廃止することについて、同条第３項の規定により議決を求める。 

  平成２４年６月６日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

記 
 
 
    路  線  名 
 

 
延  長 

   ｍ 

 
幅 員 

  ｍ 
起   点 終   点 重要な経過地

Ｊ第２３７号線 
 

218 

 

 

48 

 

1 

～ 

4 

80 

 

00 

さいたま市緑区道祖

土四丁目５１９番３

地先 

さいたま市緑区道祖

土四丁目５３５番地

先 

 

Ｋ第２６９号線 
 

21 

 

 

51 

 

1 

 

 

80 

さいたま市南区大字

太田窪字善前南２６

０３番１地先 

さいたま市南区大字

太田窪字善前南２６

０３番１地先 

 

Ｐ第３９３号線 
 

98 

 

 

60 

 

3 

 

 

60 

 

さいたま市緑区大字

大門字野原４９８９

番地先 

さいたま市緑区大字

大門字野原４９９１

番地先 

 

Ｐ第３９５号線 
 

87 

 

 

50 

 

3 

 

 

60 

 

さいたま市緑区大字

大門字野原４９４４

番地先 

さいたま市緑区大字

大門字野原４９４５

番地先 

 

３２０６３号線 
 

46 

 

 

91 

 

1 

 

 

82 

さいたま市西区大字

中釘字丸山１９５４

番地先 

さいたま市西区大字

中釘字丸山１９５３

番１地先 

 

３１１０３号線 
 

13 

 

 

44 

 

1 

 

 

82 

さいたま市西区大字

清河寺字須場１３４

９番１地先 

さいたま市西区大字

清河寺字須場１３４

８番地先 

 

１ ４ ０ ６ 号 線 
 

30 

 

 

87 

4 

～ 

5 

81 

 

30 

さいたま市岩槻区大

字表慈恩寺字西１６

５０番７地先 

さいたま市岩槻区大

字表慈恩寺字西１６

５０番１３地先 

 

 


